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研究成果の概要（和文）：　本研究「非財務開示情報に対する監査・保証の枠組みに関する研究」は、わが国に
おいても非財務情報の開示充実と監査の制度化が志向されることに起因し、開示情報の信頼性を保証する制度と
してどのような仕組みが必要となるか、を明らかとした。また日本会計研究学会の特別委員会として設置が認め
られた。
　ESG情報等を含む非財務情報に基づく投資活動が注目されているが、諸外国では当該情報の信頼性を確保する
制度的・自発的な枠組みが設けられているのに対して、わが国ではそのような仕組みが整っていない。本研究
は、非財務情報に対する信頼性を保証する監査・保証業務として必要な構成要素を明らかにし、その枠組みを提
案した。

研究成果の概要（英文）：This “Research on Framework for Audit and Assurance of Nonfinancial 
Disclosure Information,” examines what kind of framework is needed as a system to assure the 
reliability of disclosure information in Japan, given that the Japanese government is aiming to 
enhance the disclosure of nonfinancial information and institutionalize auditing. It is also in 
conjunction with "Research on the Framework for Assurance of Disclosed Information, which was 
approved as the Special Committee of the Japan Accounting Association.
Investments based on non-financial information, including ESG information, are drawing international
 attention, but while other countries have established institutional and voluntary frameworks to 
assure the reliability of such information, Japan has neither institutional nor voluntary 
mechanisms. This study identifies the necessary components of audit and assurance engagements that 
assure the reliability of non-financial information, and proposes the framework.

研究分野： 監査論

キーワード： 非財務情報　ESG　監査　保証

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究によって、わが国において信頼性が確保されないまま資本市場で利用されているESG等の非財務情報に対
して、国際的にも通用する制度的・体系的な非財務情報に対する監査・保証の枠組みを構築し提案することがで
きる。
具体的には、当該情報に対応して①適用されるべき監査・保証の手続、②獲得されるべき確信（証拠）の程度、
③表明される結論によって提供される保証の水準、さらには④結果として想定利用者による意思決定への効果と
⑤その内容、そして⑥監査及び保証にともなう法的責任のレベル、について明らかとし、新たな枠組みを提案す
るための必要条件を満たすことができた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 

2015 年に国連が採択した持続可能な開発目標（SDGs）により、企業経営においても収益獲得
と社会貢献は対立する関係になく両立されるべき、という観点から、最近は世界中で環境・社会
的責任・企業統治（ESG）情報を重視した投融資が盛んになりつつある。しかし SDGs を持ち
出すまでもなく、新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の世界的流行や気候変動により、現
在ほど企業を取り巻く環境が事業活動にどのような影響を与えたか、或いは与え得るか、に関す
る情報開示が強く求められる時期はない。 
そういった事業の存続可能性や業績に大きな影響を与える情報が任意だけでなく法定開示で

も要請されるようになってきた今、わが国でも国際監査基準（ISA）720「監査済財務諸表を含
む書類におけるその他情報」の監査基準への導入により、法定開示書類である有価証券報告書等
に含まれる非財務情報への監査人の関与が制度化された。このため従来のディスクロージャー
制度が、決算書をはじめとする財務情報中心に投融資の意思決定がなされることを前提として
いたのに対し、ESG 情報を含む非財務情報もそこに加わることになった。 
ここでわが国資本市場における重大な問題は、それらの非財務情報の信頼性の確証が得られ

ないまま投融資が行なわれている点にある。本来、当該情報が意思決定に資するべく開示される
のであれば、利用者からのニーズがその信頼性の確保に向かうのが必然の流れであり、諸外国で
は当該情報に対する監査・保証業務に関する基準や実務指針が整備されている。この結果、わが
国資本市場参加者は、非財務・財務情報に対して保証のある諸外国に比して、情報の信頼性リス
クの高いまま投融資を行なっていることになる。さらなる問題は、そのリスクをわが国の市場参
加者が自覚していない可能性があるという点である。 
わが国監査論研究は、1948 年証券取引法制定以降の歴史的な成り立ちから決算書を中心とし

た財務情報に対する監査を中心に進められてきた。資本市場で情報ニーズが多様化している状
況に対応した監査・保証の実務を可能とする理論的裏付けとして、保証業務に関しては、企業会
計審議会の「財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」が制度的な枠組みとし
て存在するのみである。しかし、この枠組みは、2004 年設定後、見直されたことはない。 
このような背景において、本科学研究費による研究課題として「非財務開示情報に対する監

査・保証の枠組みに関する研究」を 2021 年より遂行した。また同時に日本会計研究学会も「開
示情報に対する保証の枠組みに関する研究」として 2020 年に特別委員会設置の対象とした。し
たがって、本科学研究費に基づく研究は、日本会計研究学会特別委員会の課題とも密接に関連す
ることとなった。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、わが国において信頼性が確保されないまま資本市場で利用されている ESG

等の非財務情報に対して、国際的にも通用する制度的・体系的な非財務情報に対する監査・保証
の枠組みを構築し提案することにある。 
このような非財務情報は明らかに財務情報とはその属性を異にしており、当該情報に対応し

て①適用されるべき監査・保証の手続、②獲得されるべき確信（証拠）の程度、③表明される結
論によって提供される保証の水準、さらには④結果として想定利用者による意思決定への効果
と⑤その内容、そして⑥監査及び保証にともなう法的責任のレベル、について検討が必要となる。
そこで、本研究では、非財務情報に対する監査を含めた保証の枠組みとして、これら争点を明ら
かにすることを目的とする。 
 
３．研究の方法 
監査業務も保証業務の一つであるため、両者の区別は業務契約の内容の違いに求められる。こ

のため、最も厳格な手続が求められ確信の程度も保証の水準も高い監査業務と、手続も確信の程
度も保証の水準も多層で包括的な保証業務に分けて検討した。 
監査業務レベルでは、年次報告書に含まれる財務諸表以外の財務・非財務情報について、既に

国際監査基準が財務諸表監査の一環として監査人の積極的な関与を求められ始めた。 
一方、保証業務に関しては、国際監査・保証業務基準審議会（IAASB）による保証業務に関す

る基準改正や新設が進むなか、2004 年設定の保証業務の枠組み以来、わが国では変わるところ
なく維持されている。 
そこで、具体的な研究計画として、わが国を含む諸外国における非財務情報に対する監査・保

証業務に関する規範の詳細を把握した上で、各種の意思決定支援を目的とした幅広い開示情報
に対応する多様な監査・保証の枠組みを提示し、意思決定支援としてどのような経済的機能や効
果があるのかを明らかにした。 
 
４．研究成果 
(1) 監査・保証業務レベルの規範把握 
年次報告書で開示される財務諸表以外の情報について、その信頼性を確保するために監査基



準の整備をした諸外国において、財務諸表以外の財務・非財務情報に対して実施される手続及び
入手された証拠とそれに基づく監査人による確信の程度、そして提供される保証の水準と結果
として生じる責任の範囲を明らかにした。 
IAASB からは、保証業務に関する国際的枠組み（IFAE）修正版のもとに、保証業務に関する複

数の国際基準（ISAEs）も改定されてきた。また規範性はないものの、拡張された外部報告（EER）
に対する保証業務の指針も新設されている。このような国際的な動向とともに、既に保証業務と
して提供される諸外国の先行事例を用いて、①保証業務の対象、②保証の手続、③入手する証拠
と確信の程度、④結果の報告、⑤提供される保証の水準、さらに⑥業務実施者の責任の範囲を明
らかにした。 
 
(2) 非財務情報に対する監査・保証業務の経済的効果分析 
開示情報が想定利用者の意思決定支援を目的としてなされる限り、当事者の意思決定にどの

ように影響し、どのような利用方法が想定されるのか、を開示側は考慮しなければならない。こ
のような考慮は、非財務情報を開示するものだけでなく、監査・保証業務報告書を作成・公表す
る監査人にとっても必要である。このような想定利用者への影響を考える場合、多様な手続によ
る多層な保証に関する利用者の認識と意思決定に対する効果や機能を、(1)で導出された変数を
用いて、監査・保証済み非財務情報の開示に伴う資本市場への影響や効果に関してアーカイバ
ル・データを用いた実証的アプローチ、ならびに監査・保証業務による当該情報の信頼性向上に
対する利害関係者の認識について質問票調査等の実験的アプローチによって明らかにした。 
 
(3) 非財務情報に対する監査・保証業務の枠組みの提案 
(1)によって導出された非財務情報に対する監査・保証業務が備えるべき構成要素を総合し、

それら構成要素の組み合わせが、業務実施者ないし監査人の確信の程度、ならびに利用者に与え
る保証の水準に、どのような影響を与えるのかについて、(2)の検証結果に基づき整理した。こ
の結果、さまざまな非財務情報に対して適した監査・保証業務の手続を措定し、その効果や機能
も含めて監査・保証業務の枠組みとして提案できた。 
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